
平成２０年度 

北海道赤レンガ建築賞 

候補作品募集要領 

 

近年、北海道の文化の発展や道民の生活環境の向上、美しい景観の形成や地域経

済の振興などに建築物等の果たす役割が、ますます重要となっています。 

道では、建築文化の向上や、地域に根ざしたまちづくりの推進を図ることを目的

として、地域社会の発展に貢献する創造性豊かな建築物等を「北海道赤レンガ建築

賞」として表彰しています。 

地域性に配慮し、歴史・風土に調和した美しい景観を創造する社会的ストックに

優れたデザインの作品を募集します。 

 

 賞                                   
 

北海道赤レンガ建築賞    １点  銘板、表彰状 

北海道赤レンガ建築奨励賞  数点  表彰状 

それぞれ、北海道知事が建築主、設計者、施工者を表彰します。 

なお、建築主から直接受注している構造、設備設計事務所等及び設備施工者も表

彰対象となります。 

また、直接受注していない構造、設備設計事務所等においても、作品評価の重要

な部分について、一定の役割を果たしたものと応募者が判断したものは表彰対象と

なります。 

 

 募集対象                                
 

北海道内に建設され、平成２０年３月 31 日までに竣工した建築物及び建築物群

とします。 

なお、竣工後の経過期間がおおむね３年以内の作品は応募の対象となります。 

ただし、住宅など個人の利用に限定されるものは除きます。 

 

 応募の方法                               
 

応募は、建築主・設計者・施工者いずれの方でもかまいませんが、あらかじめ他

の表彰対象者の了解を得るものとします。 

応募用紙は、北海道建設部住宅局建築指導課のホームページ（下記ＵＲＬ）から

ダウンロードのうえ使用してください。 

応募は、規定の応募用紙に必要事項を簡潔に記載し、必要な図面、写真などを適

宣貼付のうえ提出してください。 

なお、提出された応募用紙（図面・写真等）は、原則として返却いたしません。

また、本賞普及のため、ホームページや展示会などで公開いたします。 



 応募登録料                              

 

 応募作品１件につき 

 ５，０００円 

 

 

 

 募集期間                                
 
平成２０年８月 １日（金曜日）から 
平成２０年８月２９日（金曜日）まで 
 

 審査委員会                                
 

委 員 長  大矢 二郎 東海大学芸術工学部 教授 

副委員長  圓山 彬雄 (社)北海道建築士事務所協会 

委    員  瀬戸口 剛 北海道大学大学院 准教授 

 委    員   豊嶋  守 (社)日本建築家協会北海道支部 支部長 

 委    員   早川 陽子 (社)北海道建築士会女性委員会 委員長  

 

 表彰時期                                
 

平成２１年１月下旬（予定） 

 

 主 催 者                                
 
 北海道 

（社）日本建築家協会北海道支部 

（社）北海道建築士会 

（社）北海道建築士事務所協会 

 

 提出先及び問い合わせ先                         
 

北海道建設部住宅局建築指導課 

〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 

TEL(011)231-4111 内線 29-47０  

FAX(011)232-0147 

URL : http://www.do-sumai.jp/ 

 

 

振込先：北洋銀行 本店営業部 （普）２２２４４４１ 

口座名：北海道赤レンガ建築賞実行委員会 

委員長 上田 陽三  

※振込手数料については、応募者において負担願います。



■応募用紙記入要領 

１ 応募用紙は、上記URLよりダウンロードのうえ、使用してください。 

２ 応募用紙は、100g/㎡程度の厚さとしてください。 

３ 応募用紙は白色としてください。 

４ 応募用紙０には、必要事項を記入してください。（ワープロ打ちとしてくださ

い。切り貼りも可） 

応募用紙１、２には、必要な図面・写真等を書き込み、または貼り込んでくだ

さい（１だけでも可）。使用できる用紙は、０、１、２の３枚以内です。 

５ 応募用紙には、次の図面・写真は必ず記載、または貼り込んでください。 

・配置図 

・代表的な階の平面図 

・断面図（内部空間の状況がわかるもの） 

・外観写真（周辺の状況もわかるもの） 

・内観写真 

その他、必要に応じて図面や写真により施設概要を、的確に表現してください。

 


